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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続する選別パスの間に郵便物が送られる選別出力容器を備えた選別出力を有する選別
機で郵便物を処理する方法であって、
　ａ）　郵便物を選別するための第１の選別パスの間に、住所情報を有する郵便物のデジ
タル画像を形成し、前記郵便物を選別出力容器に向けるために、住所データを与えるよう
に前記画像に対するＯＣＲプロセスを含む自動住所認識プロセスを実行し、前記画像から
郵便物の論理識別子であるデジタル指紋を生成し、前記郵便物の前記住所データを、当該
郵便物のデジタル指紋及び該郵便物が向けられる選別出力容器に割り当てられた論理識別
子と対応させてデータベースに記憶し、前記選別出力容器に割り当てられた論理識別子は
、データベースを各々選別出力容器の論理識別子に関連するセクションに再分割し、
　ｂ）　郵便物を選別する第２の選別パスの間に、再度、第２の選別パスにある住所情報
を有する前記郵便物のデジタル画像を形成し、該画像から当該郵便物のデジタル指紋を生
成し、第２の選別パスの当該郵便物の住所データを自動的に与えるために第２の選別パス
で形成された前記デジタル画像に対して前記ＯＣＲプロセスを実行し、該第２の選別パス
で与えられた住所データと前記データベースに記憶された前記住所データを比較して該第
２の選別パスで与えられた住所データと前記記憶された住所データの間の一致の発生を検
出し、各セクションについて前記一致の発生を計数し、計数結果が特定の閾値よりも大き
い特定選別出力容器論理識別子に関連するセクションを検出し、メモリの検査スペースに
前記特定選別出力容器論理識別子に対応するデジタル指紋をロードし、第２の選別パスで
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生成された前記デジタル指紋と前記メモリの検査スペースにロードされたデジタル指紋と
の間の一致を検出して、第２の選別パスの前記郵便物を選別出力容器に向けるための対応
する選別住所データを回収する、方法。
【請求項２】
　第２の選別パスの郵便物のデジタル指紋と検査スペースにロードされたデジタル指紋と
の間に一致を検出しない場合、第２の選別パスの郵便物を待機状態とし、他のセクション
に対応するデジタル指紋で検査スペースが更新された後に、第２の選別パスの当該の郵便
物に対するデジタル指紋の一致の検索を再開する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　第２の選別パスの郵便物が待機状態とされた回数を計数し、当該の郵便物が待機状態と
された回数が所定の閾値を越えたことを検出した場合、第２の選別パスの当該郵便物を排
除する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　連続する選別パスの間に郵便物が送られる選別出力容器を備えた選別出力を有する郵便
物の選別機であって、
　第１の選別パスの間に、住所情報を有する郵便物のデジタル画像を形成するデジタルカ
メラであって、第２の選別パスの間に、第２の選別パスにある住所情報を有する前記郵便
物のデジタル画像を形成するように更に構成されているデジタルカメラと、
　第１の選別パスの間に、前記郵便物を選別出力容器に向けるために、住所データを与え
るように前記画像に対するＯＣＲプロセスを含む自動住所認識プロセスを実行し、前記画
像から郵便物の論理識別子であるデジタル指紋を生成し、前記郵便物の前記住所データを
、当該郵便物のデジタル指紋及び該郵便物が向けられる選別出力容器に割り当てられた論
理識別子と対応させてデータベースに記憶するように構成されたデータ処理システムとを
含み、前記選別出力容器に割り当てられた論理識別子は、データベースを各々選別出力容
器の論理識別子に関連するセクションに再分割し、
　前記データ処理システムが、さらに、第２の選別パスの間に、第２の選別パスで形成さ
れた前記画像から第２の選別パスにある郵便物のデジタル指紋を生成し、第２の選別パス
の当該郵便物の住所データを自動的に与えるために第２の選別パスで形成された前記デジ
タル画像に対して前記ＯＣＲプロセスを実行し、該第２の選別パスで与えられた住所デー
タと前記データベースに記憶された前記住所データを比較して該第２の選別パスで得られ
た住所データと前記記憶された住所データの間の一致の発生を検出し、各セクションにつ
いて前記一致の発生を計数し、計数結果が特定の閾値よりも大きい特定選別出力容器論理
識別子に関連するセクションを検出し、メモリの検査スペースに前記特定選別出力容器論
理識別子に対応するデジタル指紋をロードし、第２のパスで生成された前記デジタル指紋
と前記メモリの検査スペースにロードされたデジタル指紋との間の一致を検出して、第２
の選別パスの前記郵便物を選別出力容器に向けるための対応する選別住所データを回収す
るように構成されている、郵便物選別装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、連続選別パスの際に郵便物が送られる選別出力容器（ｂａｃ）を備えた選別
出力を有する選別機で郵便物を処理する方法に関し、
　郵便物の第１の選別パスで、この郵便物の住所を特にＯＣＲ（「Ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｈ
ａｒａｃｔｅｒ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ」）によって自動認識するための住所情報を含
む各郵便物のデジタル画像を形成し、この画像から、郵便物用の論理識別子であるデジタ
ル指紋を生成し、郵便物のデジタル指紋と一致して自動的に認識される郵便物の住所を示
す住所データと、郵便物が送られる選別出力容器の論理識別子とをメモリに記録し、
　郵便物の第２の選別パスでは、目下の郵便物の住所情報を含む目下の郵便物のデジタル
画像を再び形成し、この画像から、目下の郵便物用のデジタル指紋を生成し、第１の選別
パスで記録されたデジタル指紋の中から、目下の郵便物のデジタル指紋と一致するものを
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検索することによって、特に目下の郵便物の住所情報を示す住所データを回収する。
【０００２】
　より詳しくは、本発明は、一つまたは複数の選別機の複数の選別パスで郵便物を自動選
別する方法に関し、郵便物の識別子（一般にクロノマークまたはＴａｇ－Ｉｄと呼ばれる
）、特にバーコード識別子を、郵便物に（ラベル付きまたはラベルなしの印刷によって）
貼付する必要がない。本発明による方法では、郵便物が、欧州特許第１２２２０３７号明
細書に記載されたデジタル指紋または画像署名により識別される。連続する選別パスの間
に郵便物を識別するデジタル指紋または画像署名を使用することによって、バーコードの
印刷および読み取り用の周辺機器の使用、バーコード印刷の品質チェック用の周辺機器（
一般にＢＣＶと呼ばれる）の使用、プラスチック材料からなる面を備えた郵便物へのラベ
ル貼付用のラベル貼付機の使用（特に雑誌や新聞などの偏平物型の郵便物用）が回避され
、その結果、選別機のコストや選別機のメンテナンス費用の節約となるばかりか、また、
選別機の利用中の消耗品の節約となる。
【背景技術】
【０００３】
　欧州特許第１２２２０３７号明細書では、各選別出力容器の壁に、容器用の識別子の役
割をするバーコードを貼付している。第２の選別パスの際に、選別機の入力にロードされ
る容器のコードを読み取り、容器と、これらの容器に含まれる郵便物のデジタル指紋とを
組み合わせることにより、目下の郵便物のデジタル指紋と第１のパスで記録されたデジタ
ル指紋との一致を第２のパスで検索する際に、第１のパスの単一の選別出力容器の郵便物
の印刷に制限される検査（ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎ）スペースを用いて、リアルタイム処
理の要求に応える。しかし、こうした知られている方法で、デジタル指紋の検査スペース
を縮小するために使用される原理で許容されるのは、選別機の第１の選別パスから出る複
数の選別出力容器に含まれる郵便物が、単一の容器内で積み替えられて、第２の選別パス
を続行するために別の選別機の入力で再循環される場合だけである。この知られている方
法では、また、容器のシーケンスの中断があってはならず、たとえば、第１の選別パスか
ら出た選別出力容器ではない容器に含まれる郵便物を第２の選別パスに導入することは不
可能である。この知られている方法によれば、第２のパスで、選別機の入力で再循環され
る各容器内の郵便物の相対順序を保持することが絶対に必要である。従って、この知られ
ている方法は、たとえば選別機が詰まったために選別機の供給ラック内で生じうる妨害に
耐えることができない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、郵便物識別用のデジタル指紋を用いて、上記のような利用上の制約を
受けない、複数の選別パスによる郵便物の選別方法を提案することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　このため、本発明は、連続選別パスの際に郵便物が送られる選別出力容器を備えた選別
出力を有する選別機での郵便物の処理方法を目的とし、
　郵便物の第１の選別パスで、この郵便物の住所を自動的に認識するための住所情報を含
む各郵便物のデジタル画像を形成し、この画像から、郵便物用の論理識別子であるデジタ
ル指紋を生成し、郵便物のデジタル指紋と一致して自動認識される郵便物の住所を示す住
所データと、郵便物が送られる選別出力容器の論理識別子とをメモリに記録し、
　郵便物の第２の選別パスでは、目下の郵便物の住所情報を含む目下の郵便物のデジタル
画像を再び形成し、この画像から、目下の郵便物用のデジタル指紋を生成し、第１の選別
パスで記録されたデジタル指紋の中から、目下の郵便物のデジタル指紋と一致するものを
検索する方法であって、この方法は、
　郵便物の第２の選別パスで、
　－目下の郵便物の住所を示す住所データを得るために目下の郵便物の画像からの自動住
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所認識を同様に実施し、
　－メモリに記録された住所データの中から、目下の郵便物の住所データと対応するもの
を探し、それによって、選別出力容器の論理識別子から、目下の郵便物が対応する第１の
選別パスの目下の選別出力容器を識別し、このようにして、２つのデジタル指紋間の一致
を検索するために、上記目下の選別出力容器に対応するデジタル指紋からなる検査スペー
ス内で、このデジタル指紋の一致の検索を実行することを特徴とする。
【０００６】
　そのため、本発明による方法の基本となる考えは、デジタル指紋の検査スペースを縮小
するために、容器の幾つかの郵便物のＯＣＲ認識により、郵便物の容器を自動的に識別す
ることである。本発明による方法は、連続選別パスが、単純な選別出力容器または区画化
された選別出力容器を備えた複数の選別機（搬送選別型／分配選別型の区分化を含む）で
連続パスを実施可能な処理に適用される。本発明による方法は、デジタル指紋の一致の検
索が住所情報を示すデータ回収の役割をする、郵便物処理に適用されるが、また、デジタ
ル指紋の一致の検索が、選別機での郵便物の追跡（トレーサビリティ）を実現する役割を
する郵便物処理にも同様に適用可能である。
【０００７】
　本発明による方法は、以下の特徴を備えることができる。
　－第１の選別パスの目下の選別出力容器を識別するために、住所データ間の一致が得ら
れた発生を、連続する郵便物に対して計数する。
　－目下の郵便物のデジタル指紋と、検査スペースを形成するデジタル指紋との一致を検
出しない場合、目下の郵便物を待機状態にし、第１の選別パスの別の選別出力容器に対応
するデジタル指紋で検査スペースを更新した後で、この目下の郵便物に対するデジタル指
紋の一致の検索を再開する。
　－目下の郵便物が待機状態におかれる回数を計数し、この目下の郵便物が待機状態に置
かれた回数が所定の閾値を越えたことを検出した場合、目下の郵便物を廃棄する。
【０００８】
　以下、本発明による方法の実施形態の一例をより詳しく説明し、図面に示す。この説明
は、本発明を少しも限定するものではなく本発明の一例として挙げられているにすぎない
。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１では、配布住所情報Ａを含む郵便物Ｐを示した。この郵便物は、単なる書簡であっ
ても、あるいは、ビニールまたは紙で包んだ雑誌、新聞、カタログ等の小型または大型版
の平らな物品であってもよい。
【００１０】
　図２では、本発明による方法を実施する選別機１を概略的に示した。
【００１１】
　選別機１は、一般に、ラックおよび、郵便物Ｐ等を幅の狭い側面に揃えて並べるための
積層解除部材を備えた供給入力２と、配布住所情報Ａを含む各郵便物Ｐの表面の画像デー
タを収集するためのデジタルカメラ３と、それぞれが選別出力容器５を備えた選別出力に
郵便物を送るバケットカルーセル４とを含む。各出力は、本発明の範囲を逸脱することな
く、複数の選別出力容器（一般には前方容器および後方容器）か、または、区画化された
１個の容器を備えることができる。
【００１２】
　図２では、また、ビデオ符号化システム７に結合されるデータ処理システム６を示した
。システム６および７は、ＯＣＲによる住所認識システムを構成し、カメラ３により形成
される郵便物Ｐの画像から、自動的に、あるいはビデオ符号化オペレータの介入によって
、住所情報Ａを抽出し、この情報を基にして、選別機の出力に対応するこの郵便物のため
の選別の宛先が決定される。さらに、システム６は、本発明によれば、カメラ３により形
成される郵便物の各デジタル画像から、郵便物用の論理識別子を構成するデジタル指紋ま
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たは画像署名を生成するように構成されている。
【００１３】
　図２では、また、別の選別機１０の一部をなす、システム６と同様のシステム９を示し
た。このシステム９は、たとえば通信ネットワーク８によりシステム６に通信により接続
されることにより、本発明による方法を、複数の選別機における複数の選別パスの選別プ
ロセスに適用させている。
【００１４】
　本発明による方法では、郵便物が、複数の選別パス、たとえば２つの選別パスで選別さ
れる。
【００１５】
　図３および図５は、単一の選別機１等で、第１の選別パスと、第２の選別パスとのため
の本発明によるステップをそれぞれ示している。
【００１６】
　図３を参照すると、最初のステップ１１で、選別機１の入力で選別すべき郵便物を準備
し、選別機の選別出力に空の容器を充填する。論理識別子Ｂａｃ－ｉｄを、選別機１によ
り各選別出力容器のメモリに割り当てる。容器用の論理識別子の例としては、たとえば、
選別地の識別子／選別機の番号／選別機における選別出力番号／日付／時間等の情報の連
結を使用できる。
【００１７】
　ステップ１２では、郵便物が積層解除（ｄｅｐｉｌｅｒ）されて、カメラ３の前を通過
するために並べて配置される。各郵便物の表面の画像が形成され、システム６のメモリに
記録される。
【００１８】
　ステップ１３では、郵便物の画像ベースで、住所情報ＡをＯＣＲで自動認識し、それと
同時に、郵便物の画像から、郵便物用の論理識別子の役割を果たすデジタル指紋Ｖ－Ｉｄ
を計算機６で生成する。システム６では、たとえばＴａｇ－Ｉｄクロノマーク等の番号と
して構成された郵便物用の別の論理識別子を、同様に郵便物に割り当てることができる。
【００１９】
　ステップ１４では、ＯＣＲによる住所の自動認識で一義的な住所情報Ａが得られた場合
、考慮された郵便物用のこの住所情報を示すデータＡＤを、郵便物の一時的な番号Ｔａｇ
－Ｉｄと共に、ステップ１６のメモリに対応して記録する。図３では、ＢＤ－ＯＣＲ／Ｖ
ＣＳにより示されるデータベース１７を示しており、このデータベースには、各郵便物に
対応して、この郵便物に割り当てられる一時的な番号Ｔａｇ－Ｉｄと、郵便物の住所を示
すデータとが記録され、Ｔａｇ－Ｉｄ番号は、第２の選別パスの際に住所データを後段で
回収するためのデータベースへのアクセスキーの役割を果たす。ステップ１４では、ＯＣ
Ｒによる住所の自動認識の結果が部分的な結果である場合、すなわち、多義的な配布住所
情報を提供するか、あるいはまた結果がない場合、ビデオ符号化オペレータによる住所情
報の抽出のために、郵便物のデジタル画像がビデオ符号化システム７に送信され（ステッ
プ１５）、その後、システム７を介して抽出された住所データが、ステップ１６でデータ
ベース１７に一時的な郵便物番号Ｔａｇ－Ｉｄに対応して記録される。
【００２０】
　本発明の方法によれば、ステップ１８では、同様に、デジタル指紋データベース（ＢＤ
－ＶＩＤと呼ばれる）２０における当該郵便物のために、ＯＣＲにより自動的に得られた
住所データ（ステップ１３）と、郵便物の一時的な番号Ｔａｇ－Ｉｄと、郵便物が送られ
る選別出力容器の論理識別子Ｂａｃ－Ｉｄとに対応して、（ステップ１３から得られた）
郵便物のデジタル指紋Ｖ－Ｉｄを記録する。データベース２０に記録された住所データは
、ＯＣＲによる住所の自動認識によりもっぱら得られ、すなわち、ビデオ符号化オペレー
タが介在しない。
【００２１】
　ステップ１９では、第１の選別パスに続いて、選別機の対応する選別出力への郵便物の
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搬送が行われ、また、この選別出力の容器への郵便物の排出が行われる。このプロセスは
、第１の選別パス中にいっぱいになった容器の管理を場合によっては行いながら、選別機
の入力で積層解除される各郵便物に対してステップ１３に再びループバックされる（図示
せず）。
【００２２】
　図４は、データベース１７、２０の記録構造を非常に概略的に示している。
【００２３】
　特に、データベース１７の場合、複数の記録が示されており、各記録では、アクセスキ
ーの役割を果たす郵便物の一時的な番号Ｔａｇ－Ｉｄ１、Ｔａｇ－Ｉｄ２、Ｔａｇ－Ｉｄ
ｎが、ビデオ符号化ＶＣＳにより場合によっては補完されるＯＣＲ住所認識によって得ら
れた、住所データＡＤ１、ＡＤ２、ＡＤｎと対応して記録されている。
【００２４】
　図４では、容器の論理識別子Ｂａｃ－Ｉｄ１、Ｂａｃ－Ｉｄ２、Ｂａｃ－Ｉｄｉにより
それぞれが識別されるテーブル集合から個々では構成される構造化形状によって、データ
ベース２０を示した。Ｂａｃ－Ｉｄにより識別される各テーブルは、選別出力容器に含ま
れる郵便物にそれぞれ対応する記録の集合を含む。一つのテーブルの各記録は、ここでは
、郵便物に割り当てられる一時的な番号Ｔａｇ－Ｉｄ１．１、．．．、Ｔａｇ－Ｉｄｉ．
ｎ、と、郵便物のデジタル指紋Ｖ－Ｉｄ１．１、．．．、Ｖ－Ｉｄｉ．ｎと、自動認識に
よりもっぱら得られる郵便物の住所データＡＤ－ＯＣＲ１．１、．．．、ＡＤ－ＯＣＲｉ
．ｎとを含む。１つのテーブルの各記録には、後述するように本発明による方法の展開に
おいてマーカの役割を果たす追加フィールドＭを記載した。図４に示されたテーブル１７
および２０の切断箇所は、限定するものではなく例として示されたにすぎないことを理解
すべきである。
【００２５】
　図５は、郵便物の第２の選別パスの際の本発明による方法のステップを示している。
【００２６】
　ステップ４１では、第１の選別パスの選別出力容器に含まれる選別郵便物が、選別機１
の入力に再送され、空の容器が、選別機１の選別出力に導入される。
【００２７】
　第２の選別パスのときに、本発明による方法は、データベース２０と、図４、５に示さ
れた別の一時的なデータベース４５とを用い、この別のデータベースは、後述する２個の
デジタル指紋の一致を検索するための検査スペースＢＲ－ＲＶ－Ｉｄを形成するデジタル
指紋Ｖ－Ｉｄを含む。一時的なデータベース４５は、ステップ４１で初期化され、第２の
選別パスが開始されるこの段階では、全く記録を含まない。
【００２８】
　ステップ４２では、選別機のラック内の郵便物が、カメラ３の前に並んで通るように積
層解除される。住所情報Ａを含む各郵便物の表面の画像を再び形成し、ステップ４３では
、この画像から、目下の郵便物のために、デジタル指紋Ｖ－Ｉｄを生成する。
【００２９】
　本発明による方法では、ステップ４３で、目下の郵便物の画像からＯＣＲによる住所の
自動認識を同様に行って、目下の郵便物の住所を示す住所データをＯＣＲにより再び得る
。
【００３０】
　ステップ４４では、目下の郵便物のデジタル指紋と、データベース４５に記録されたデ
ータベースとの一致を検索する。前述のように、第２の選別パスの開始時に、データベー
ス４５は空であり、そのため、第１の目下の郵便物に対して、ステップ４４では、２つの
デジタル指紋間の一致が全くない。ステップ４４に続いてステップ４６でも一致が全くな
い場合、プロセスは、ステップ４３で実施されたＯＣＲによる住所の自動認識がうまくい
ったかどうか判断するステップ４７に進む。実際には、たとえば、データベース２０に記
録された住所データを構成する搬送コードおよび配布コードが得られた場合、ステップ４
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３で実施されたＯＣＲによる住所の自動認識がうまくいったとみなすことができる。
【００３１】
　ステップ４７では、ＯＣＲによる住所の自動認識がステップ４３でうまくいかなかった
ことを検出し、ステップ４８で、目下の郵便物を待機状態にすることができるかどうか検
査する。第一に、郵便物は、所定の時間周期、たとえば１０秒の時間周期でのみ処理待機
状態に置かれることが可能であり、この時間周期を超えると、待機状態にあった郵便物を
廃棄しなければならない（図５で「廃棄」と示されたステップ５１）。
【００３２】
　ステップ４８で、目下の郵便物を待機状態におくことができる場合、ステップ４９で、
郵便物の論理識別子、たとえばＴａｇ－Ｉｄをメモリに保持し、待機リスト５０に入れる
ことができる。
【００３３】
　次に、ステップ４７で、ＯＣＲによる住所の自動認識がステップ４３でうまくいったこ
とを検出した場合、ステップ５２では、目下の郵便物の住所データＡＤ－ＯＣＲと、デー
タベース２０に記録された住所データＡＤ－ＯＣＲとの一致を検索し、それによって、デ
ータベース２０内で、一致を検出する一つまたは複数の記録を識別し、これらの記録を、
マーカＭの状態を修正することにより識別し、データベース２０内の各選別出力容器に対
して、住所データ間の一致が得られた発生を計数する。
【００３４】
　ステップ５３では、データベース２０内で、選別出力容器用にマークされた発生が十分
な数だけ検出されない場合、目下の郵便物は、ステップ４９で待機状態に置くことができ
る。それに対して、ステップ５３で、１つの選別出力容器に対して一定の閾値よりも多い
数のマークされた発生、たとえば同一容器に対して３つの発生を有することをデータベー
ス内で検知した場合、ステップ５４で、データベース２０内のこの選別出力容器の全ての
記録をデータベース４５（データベースＢＤ－ＲＶ－Ｉｄ）にロードし、その場合、これ
らの記録が、２個のデジタル指紋間の一致を検索するための検査スペースを決定する。
【００３５】
　図４では、容器Ｂａｃ－Ｉｄｊの郵便物の印刷により形成されるデータベース４５から
なる印刷検査スペースの構造を示した。図４では、たとえば容器Ｂａｃ－Ｉｄｊに対して
、それぞれが、容器の郵便物１からｎに対して、１個の郵便物のデジタル指紋Ｖ－Ｉｄ．
ｊ．１、Ｖ－Ｉｄ．ｊ．２、Ｖ－Ｉｄ．ｊ．ｎと、識別子Ｔａｇ－Ｉｄ．ｊ．１、Ｔａｇ
－Ｉｄ．ｊ．２、Ｔｇ－Ｉｄ．ｊ．ｎとを含む３個の記録を示した。実際には、各選別容
器は、数十個の郵便物、たとえば約５０個の郵便物を含むことができ、これは、検査スペ
ースの水平線（深さ）を示す。本発明による方法では、検査スペースは、１個以上の容器
、たとえば図４に示したように２個の容器の郵便物のデジタル指紋Ｖ－ＩＤにより、容器
Ｂａｃ－Ｉｄｋの記録を用いて形成可能である。この場合、検査スペースのサイズが大型
化されるが、しかし第１の選別パスの複数の選別出力容器が、第２の選別パスを開始する
前の折り返しシーケンスを遵守せずに選別機の供給ラック内で空にされる状況では、デジ
タル指紋の一致を得る確率が高くなる。
【００３６】
　この場合、ステップ５４で、たとえばデータベース４５の最も古い容器の郵便物のデジ
タル指紋を、発生の計数閾値を超えたことを検出したばかりの容器の郵便物のデジタル指
紋に代えることによって、データベース４５を部分的に更新するように構成可能である。
従って、データベース４５の更新のたびに、２個に付き１個の容器の郵便物に対してデジ
タル指紋を交換する。
【００３７】
　ステップ５５では、郵便物の待機リスト５０が空でない場合、リストに示された待機中
の各郵便物に対して、このリストを優先的にスキャンし、ステップ４４、４６で、目下の
郵便物と同様に行う。通常、ステップ４６で、（待機リスト５０で回収された）郵便物の
デジタル指紋と、検査スペース４５内に記録されたデジタル指紋の一つとの一致が検出さ
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せることにより、データベース１７内で当該郵便物の住所データＡＤを回収し（ステップ
５６）、対応する選別出力に郵便物を送る（ステップ５７）。ステップ５８では、一定の
削除を可能にするために、ステップ４６で見られるデジタル指紋に対応する記録のマーキ
ングによりデータベース４５を更新して、検査スペースの水平線を下げる。同様に、ステ
ップ５４では、データベース４５にロードされていない容器に対応する記録でマーカ２０
を初期化することによって、データベース２０を更新する。場合によっては、ステップ４
６に見られるデジタル指紋に対応する識別子Ｔａｇ－Ｉｄの削除によって待機リスト５０
を更新する。
【００３８】
　上記のように、ステップ４４では、待機リスト５０で待機状態に置かれる郵便物の処理
を優先する。ステップ４６でこの目下の郵便物に対する一致を検出しない場合、この目下
の郵便物は、ステップ４９で直接、再び待機状態にすることができる。ステップ４９では
、郵便物が一定の閾値より多い回数だけ待機状態にあることが検出された場合、郵便物の
廃棄を行うことができる（ステップ５１のマニュアル処理）。
【００３９】
　ステップ５８に続いて、プロセスは、待機リストの次の郵便物５０または別の郵便物の
処理のために、ステップ４２で繰り返される。
【００４０】
　第２の選別パスが別の選別機１０等で実施される場合、ステップ４１では、選別機１で
構成されたデータベース２０をシステム９に移す。
【００４１】
　前述のように、本発明による方法は、たとえば容器の積み替えまたはシーケンスの中断
に続く第２の選別パスでも、郵便物の順番を乱さない。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】郵便物を非常に概略的に示す図である。
【図２】本発明による方法を実施するための選別機を概略的に示す図である。
【図３】第１の選別パスの際に本発明による方法の展開を示すフローチャートである。
【図４】選別機のメモリデータ編成を示す図である。
【図５】第２の選別パスの際に本発明による方法の展開を示すフローチャートである。
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